別記様式（第４条関係）

ごみステーション設置等届出書

　　年　　月　　日　

みやき町長　　　　　　　　様

申請者　地区名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区長名　　　　　　　　　㊞

このことについて、下記のとおり（　新設　・　変更　・　廃止　）を届け出ます。

記

	新設・廃止の場所
	

	変更の場所
	変更前

	
	変更後

	収集開始時期又は
変更・廃止時期
	　　　　　　　　　年　　　月　　日（　　）

	利用世帯数
	　　　　　　　　　　　　　　　世帯

	届出の理由
	



※　位置図等を添付すること。

新設又は変更の際には、みやき町一般廃棄物収集に係るごみステーション設置及び管理要綱を遵守します。

（　　　　　）区長　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
別記様式（第４条関係）裏面

みやき町一般廃棄物収集に係るごみステーション設置及び管理要綱（抜粋）

（設置基準）
第５条　ごみステーションの設置等にあたって必要な措置は届出者及び受益者において実施するものとし、設置場所は次の各号のいずれにも適合しなければならない。ただし、地形の状況等やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
（１）　公道に面した場所であること。
（２）　収集車両が容易に転回又は通り抜けができること。
（３）　収集作業上、危険な場所でないこと。
（４）　車両や歩行者の通行の妨げにならないこと。
（５）　設置場所の所有者又は管理者に設置の承諾を受けていること。
（６）　隣接する土地及び家屋の所有者その他の関係者と事前に協議し、同意を得ていること。
（７）　集合住宅等にごみステーションを設置しようとする者は、設置内容について事前に地区区長と協議をしなければならない。
（８）　設置後は、受益者が相互に協力して自主的に維持管理を行うことができること。
２　前項の規定にかかわらず、公道に面していない場所に設置するごみステーションは、前項第２号から第８号に掲げるもののほか、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
（１）　公道からごみステーションまで、収集車両の通行可能な通路があること。
（２）　前号の通路が通り抜けできない通路であるときは、収集車両が容易に転回できる場所が確保されていること。
（３）　敷地内への出入口は、収集車両が容易に出入りできる構造であること。
（４）　ごみステーションの周辺及び敷地内への進入路等においては、他車について駐車禁止の措置を講ずること。

（適正管理）
第７条　受益者は、設置したごみステーションについて常に衛生面及び安全面に配慮し、悪臭や害虫の発生並びに事故等が生じないように努め、受益者及び届出者は適正に維持管理をしなければならない。
